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(57)【要約】
【課題】木質構造部材の目地に耐火処理を別途施さなく
ても、木質構造部材の荷重支持部の燃焼を抑制すること
ができる。
【解決手段】熱吸収性を有する突出部を備えた仕口部材
と、前記突出部に接合された木質の荷重支持部と、前記
荷重支持部の周囲に設けられるとともに、前記荷重支持
部と前記突出部との接合部を覆う防火被覆部と、を有す
る木質構造部材の接合構造。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱吸収性を有する突出部を備えた仕口部材と、
　前記突出部に接合された木質の荷重支持部と、
　前記荷重支持部の周囲に設けられるとともに、前記荷重支持部と前記突出部との接合部
を覆う防火被覆部と、
　を有する木質構造部材の接合構造。
【請求項２】
　前記荷重支持部と前記突出部とは、鋼製の接合部材により接合されている請求項１に記
載の木質構造部材の接合構造。
【請求項３】
　前記防火被覆部は、前記荷重支持部の周囲に設けられた燃え止まり層と、前記燃え止ま
り層の周囲に設けられた燃え代層と、を有する請求項１又は２に記載の木質構造部材の接
合構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐火性を有する木質構造部材の接合構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、耐火性を有する木質の構造部材が、建物を構成する柱や梁等の部材として用いら
れている。例えば、特許文献１には、木材で構成された表面層と、表面層の内側に設けら
れた難燃薬剤注入層と、難燃薬剤注入層の内側に設けられた未処理層とを有して構成され
た耐火集成材が開示されている。
【０００３】
　このような、耐火性を有する木質の構造部材（以下、「木質構造部材」とする）を、柱
や梁等の部材とし、他の構造部材と接合して建物を構築する場合、木質構造部材の接合部
に設けられた目地から火災時に進入する火炎や熱により、荷重支持部としての未処理層の
温度が燃焼温度に達して燃焼することが考えられる。よって、この荷重支持部の炭化を防
ぐために、木質構造部材の接合部に設けられた目地に耐火処理を別途施さなければならな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－３１７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は係る事実を考慮し、木質構造部材の目地に耐火処理を別途施さなくても、木質
構造部材の荷重支持部の燃焼を抑制できることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１態様の発明は、熱吸収性を有する突出部を備えた仕口部材と、前記突出部に接合さ
れた木質の荷重支持部と、前記荷重支持部の周囲に設けられるとともに、前記荷重支持部
と前記突出部との接合部を覆う防火被覆部と、を有する木質構造部材の接合構造である。
【０００７】
　第１態様の発明では、荷重支持部と突出部との接合部をこの接合部の外側から防火被覆
部で覆うことによって、火災時に荷重支持部と突出部との接合部から荷重支持部へ火炎や
熱が進入することを抑制することができる。また、防火被覆部の端部に設けられた目地を
この目地の内側から突出部で覆うことによって、火災時にこの目地から荷重支持部へ火炎
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や熱が進入することを抑制することができる。
【０００８】
　これらにより、火災時及び火災終了後における荷重支持部の温度上昇を抑えることがで
き、荷重支持部を燃焼させずに燃え止まらせることができる。すなわち、木質構造部材の
目地に耐火処理を別途施さなくても、木質構造部材の荷重支持部の燃焼を抑制することが
できる。
【０００９】
　第２態様の発明は、第１態様の木質構造部材の接合構造において、前記荷重支持部と前
記突出部とは、鋼製の接合部材により接合されている。
【００１０】
　第２態様の発明では、鋼製の接合部材によって、荷重支持部と突出部とを確実に接合す
ることができる。
【００１１】
　第３態様の発明は、第１又は第２態様の木質構造部材の接合構造において、前記防火被
覆部は、前記荷重支持部の周囲に設けられた燃え止まり層と、前記燃え止まり層の周囲に
設けられた燃え代層と、を有する。
【００１２】
　第３態様の発明では、火災が発生したときに火炎が燃え代層に着火し、燃え代層が燃焼
する。そして、燃焼した燃え代層は炭化する。よって、燃え代層の外側から荷重支持部へ
の熱伝達が、炭化した燃え代層によって抑えられる。また、燃え代層の外側から荷重支持
部への火炎や熱の進入が、燃え止まり層によって抑えられる。
【００１３】
　これらにより、火災時及び火災終了後における荷重支持部の温度上昇を抑えることがで
き、荷重支持部を燃焼させずに燃え止まらせることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は上記構成としたので、木質構造部材の目地に耐火処理を別途施さなくても、木
質構造部材の荷重支持部の燃焼を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係る木質構造部材の接合構造を示す側面断面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る接合部材を示す斜視図である。
【図４】第１のＢ－Ｂ断面図である。
【図５】第１のＣ－Ｃ断面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る木質構造部材の接合構造のバリエーションを示す側面断
面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る木質構造部材の接合構造のバリエーションを示す側面断
面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る木質構造部材の接合構造のバリエーションを示す平面断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。まず、本発明の実施形態に係る木質
構造部材の接合構造について説明する。
【００１７】
　図１の側面断面図には、木質構造部材の接合構造としての接合構造１０、１２により下
柱部材１６に上柱部材１８が接合されて構成された柱部材２０と、木質構造部材の接合構
造としての接合構造１４により柱部材２０に梁部材２２が接合されて構成された柱梁部材
２４とが示されている。
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【００１８】
　図１に示すように、接合構造１０は、仕口部材２６、荷重支持部としての柱心材２８、
及び防火被覆部３０を有して構成され、下柱部材１６に仕口部材２６を接合している。
【００１９】
　図１のＡ－Ａ断面図である図２に示すように、木質構造部材としての下柱部材１６は、
荷重を支持する荷重支持部としての木製の柱心材２８と、柱心材２８の周囲に設けられた
防火被覆部３０とを有して構成されている。また、防火被覆部３０は、柱心材２８の周囲
に設けられた燃え止まり層３２と、燃え止まり層３２の周囲に設けられた木製の燃え代層
３４とを有して構成されている。柱心材２８の上端面には、平面視にて十字状の溝３６が
形成されている。
【００２０】
　燃え止まり層３２は、一般木材によって形成された板部材３８と、モルタルによって形
成された板部材４０とを交互に配置することにより形成され、熱吸収性を有する。
【００２１】
　図１に示すように、防火被覆部３０を構成する燃え止まり層３２と燃え代層３４との上
端面は面一となっており、防火被覆部３０の上端部は、下柱部材１６の軸方向に対して柱
心材２８の上端面よりも上方へ縁出している。これにより、燃え止まり層３２の上端部の
内周面により取り囲まれた凹状の収容部４２が形成されている。
【００２２】
　図１に示すように、仕口部材２６は、鉄筋コンクリートによって形成された熱吸収性を
有する部材であり、仕口本体４４と、仕口本体４４から下方へ突出する突出部４６と、仕
口本体４４から上方へ突出する突出部４８と、仕口本体４４から横方へ突出する突出部５
０とを有して構成されている。すなわち、仕口部材２６は、熱吸収性を有する突出部４６
、４８、５０を備えている。説明の都合上、仕口部材２６内に設けられている鉄筋は省略
されている。
【００２３】
　仕口本体４４の外周面は、燃え止まり層３２の外周面と面一となっている。すなわち、
仕口本体４４の表層部分が燃え止まり層として機能する。
【００２４】
　仕口本体４４の周囲には木製の燃え代層５２が設けられている。例えば、仕口部材２６
は、燃え代層５２を側型枠にして、この側型枠内にコンクリートを打設することによって
形成することができる。なお、燃え代層５２は設けられていなくてもよい。また、仕口本
体４４の外周面が、燃え止まり層３２の内周面と面一となるようにしてもよい。すなわち
、図１に示す仕口本体４４の外周面の位置よりも接合部材５４側に仕口本体４４の外周面
が配置されるようにしてもよい。この場合、仕口本体４４の外周面と燃え代層５２の内周
面との間に形成される隙間には、下地材を設けたり、コンクリートを打設したりする。
【００２５】
　仕口部材２６には、鋼製の接合部材５４が埋設され、この接合部材５４により柱心材２
８と突出部４６とが接合されている。図３の斜視図に示すように、接合部材５４は、埋設
部５６、下挿入部５８、上挿入部６０、及び水平プレート６２、６４を有して構成されて
いる。
【００２６】
　埋設部５６は、平面視にて略十字状に配置された鋼鈑６６、６８、７０、７２を一体に
して形成されている。鋼鈑６６、６８、７２は、長方形の平板からなる部材であり、鋼鈑
７０は、長方形の平板とこの平板の上下方向中央部から横方向へ張り出した長方形の平板
とからなる部材である。鋼鈑７０の端部には、貫通孔７４が複数形成されている。
【００２７】
　下挿入部５８は、平面視にて略十字状に配置された鋼鈑７６、７８、８０、８２を一体
にして形成されている。鋼鈑７６、７８、８０、８２は、長方形の平板からなる部材であ
る。鋼鈑７６、７８、８０、８２には、貫通孔７４がそれぞれ１つ形成されている。
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【００２８】
　上挿入部６０は、平面視にて略十字状に配置された鋼鈑８４、８６、８８、９０を一体
にして形成されている。鋼鈑８４、８６、８８、９０は、長方形の平板からなる部材であ
る。鋼鈑８４、８６、８８、９０には、貫通孔７４がそれぞれ１つ形成されている。
【００２９】
　埋設部５６の下端面には、水平プレート６２の上面が接合され、水平プレート６２の下
面には、下挿入部５８の上端面が接合されている。また、埋設部５６の上端面には、水平
プレート６４の下面が接合され、水平プレート６４の上面には、上挿入部６０の下端面が
接合されている。また、鋼鈑６６、６８、７０、７２と、鋼鈑７６、７８、８０、８２と
、鋼鈑８４、８６、８８、９０との平面配置は同じになっている。
【００３０】
　図１に示すように、接合部材５４は、仕口部材２６に埋設された状態で、突出部４６か
ら水平プレート６２を介して下方へ下挿入部５８が突出し、突出部４８から水平プレート
６４を介して上方へ上挿入部６０が突出し、突出部５０から横方へ鋼鈑７０の端部が突出
している。
【００３１】
　柱心材２８と突出部４６とは、収容部４２へ突出部４６を挿入して収容するとともに、
柱心材２８の上端面に形成された溝３６に下挿入部５８を挿入した後に、下柱部材１６に
形成された貫通孔９２と、下挿入部５８の鋼鈑７６、７８、８０、８２に形成された貫通
孔７４とにドリフトピン９４を貫通させて下挿入部５８を柱心材２８に固定することによ
り接合されている。なお、下挿入部５８は、ドリフトピン９４以外の部材によって柱心材
２８に固定してもよい。例えば、ラグスクリューにより、下挿入部５８を柱心材２８に固
定してもよい。また、下挿入部５８を柱心材２８に固定するドリフトピン９４等の部材の
数は、適宜決めればよい。
【００３２】
　防火被覆部３０の上端部は、柱心材２８と突出部４６との接合部を覆っている。すなわ
ち、下柱部材１６の軸方向に対して、柱心材２８の上端面と、防火被覆部３０の目地（防
火被覆部３０の上端面）との位置をずらしている。
【００３３】
　下柱部材１６の軸方向に対して柱心材２８の上端面よりも上方へ縁出させる防火被覆部
３０の上端部の長さＬ１は、火災時に防火被覆部３０の目地（防火被覆部３０の上端面）
へ進入する火炎や熱により上昇する、この目地の近くに位置する柱心材２８の部分９６の
温度が、必要とする下柱部材１６の耐火性能を満足する温度以下となる長さになっている
。例えば、長さＬ１を１００ｍｍ程度以上にして、柱心材２８の部分９６の温度上昇を柱
心材２８の炭化温度以下に抑える。
【００３４】
　図１に示すように、接合構造１２は、仕口部材２６、荷重支持部としての柱心材９８、
及び防火被覆部１００を有して構成され、仕口部材２６に上柱部材１８を接合している。
【００３５】
　木質構造部材としての上柱部材１８は、下柱部材１６と同じ構成となっており、荷重を
支持する荷重支持部としての木製の柱心材９８と、柱心材９８の周囲に設けられた防火被
覆部１００とを有して構成されている。また、防火被覆部１００は、柱心材９８の周囲に
設けられた燃え止まり層１０２と、燃え止まり層１０２の周囲に設けられた木製の燃え代
層１０４とを有して構成されている。柱心材９８の下端面には、平面視にて十字状の溝１
０６が形成されている。
【００３６】
　燃え止まり層１０２は、一般木材によって形成された板部材と、モルタルによって形成
された板部材とを交互に配置することにより形成され、熱吸収性を有する。
【００３７】
　図１に示すように、防火被覆部１００を構成する燃え止まり層１０２と燃え代層１０４



(6) JP 2017-53098 A 2017.3.16

10

20

30

40

50

との下端面は面一となっており、防火被覆部１００の下端部は、上柱部材１８の軸方向に
対して柱心材９８の下端面よりも下方へ縁出している。これにより、燃え止まり層１０２
の下端部の内周面により取り囲まれた凹状の収容部１０８が形成されている。燃え止まり
層１０２の外周面は、仕口本体４４の外周面と面一となっている。
【００３８】
　柱心材９８と突出部４８とは、収容部１０８へ突出部４８を挿入して収容するとともに
、柱心材９８の下端面に形成された溝１０６に上挿入部６０を挿入した後に、上柱部材１
８に形成された貫通孔１１０と、上挿入部６０の鋼鈑８４、８６、８８、９０に形成され
た貫通孔７４とにドリフトピン９４を貫通させて上挿入部６０を柱心材９８に固定するこ
とにより接合されている。なお、上挿入部６０は、ドリフトピン９４以外の部材によって
柱心材９８に固定してもよい。例えば、ラグスクリューにより、上挿入部６０を柱心材９
８に固定してもよい。また、上挿入部６０を柱心材９８に固定するドリフトピン９４等の
部材の数は、適宜決めればよい。
【００３９】
　防火被覆部１００の下端部は、柱心材９８と突出部４８との接合部を覆っている。すな
わち、上柱部材１８の軸方向に対して、柱心材９８の下端面と、防火被覆部１００の目地
（防火被覆部１００の下端面）との位置をずらしている。
【００４０】
　上柱部材１８の軸方向に対して柱心材９８の下端面よりも下方へ縁出させる防火被覆部
１００の下端部の長さＬ２は、火災時に防火被覆部１００の目地（防火被覆部１００の下
端面）へ進入する火炎や熱により上昇する、この目地の近くに位置する柱心材９８の部分
１１２の温度が、必要とする上柱部材１８の耐火性能を満足する温度以下となる長さにな
っている。例えば、長さＬ２を１００ｍｍ程度以上にして、柱心材９８の部分１１２の温
度上昇を柱心材９８の炭化温度以下に抑える。
【００４１】
　図１に示すように、接合構造１４は、仕口部材２６、荷重支持部としての梁心材１１４
、及び防火被覆部１１６を有して構成され、仕口部材２６に梁心材１１４を接合している
。
【００４２】
　図１のＢ－Ｂ断面図である図４に示すように、木質構造部材としての梁部材２２は、荷
重を支持する荷重支持部としての木製の梁心材１１４と、梁心材１１４の周囲（下方と側
方）に設けられた防火被覆部１１６とを有して構成されている。また、防火被覆部１１６
は、梁心材１１４の周囲（下方と側方）に設けられた燃え止まり層１１８と、燃え止まり
層１１８の周囲（下方と側方）に設けられた木製の燃え代層１２０とを有して構成されて
いる。梁心材１１４の上端面には、平面視にて直線状の溝１２２が形成されている。溝１
２２は、梁心材１１４の側端面から梁心材１１４の中央部（不図示）へ向かって梁部材２
２の軸方向へ形成されている。
【００４３】
　燃え止まり層１１８は、一般木材によって形成された板部材１２４と、モルタルによっ
て形成された板部材１２６とを交互に配置することにより形成され、熱吸収性を有する。
【００４４】
　図１に示すように、防火被覆部１１６を構成する燃え止まり層１１８と燃え代層１２０
との側端面は面一となっており、防火被覆部１１６の側端部は、梁部材２２の軸方向に対
して梁心材１１４の側端面よりも横方へ縁出している。これにより、燃え止まり層１１８
の側端部の内周面により取り囲まれた凹状の収容部１２８が形成されている。
【００４５】
　図１のＣ－Ｃ断面図である図５に示すように、梁心材１１４と突出部５０とは、収容部
１２８へ突出部５０を挿入して収容するとともに、梁心材１１４の上端面に形成された溝
１２２に鋼鈑７０の側端部を挿入した後に、梁部材２２に形成された貫通孔１３０と、鋼
鈑７０に形成された貫通孔７４とにドリフトピン９４を貫通させて鋼鈑７０を梁心材１１
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４に固定することにより接合されている。なお、鋼板７０は、ドリフトピン９４以外の部
材によって梁心材１１４に固定してもよい。例えば、ラグスクリューにより、鋼板７０を
梁心材１１４に固定してもよい。また、鋼板７０を梁心材１１４に固定するドリフトピン
９４等の部材の数は、適宜決めればよい。
【００４６】
　図１に示すように、防火被覆部１１６の側端部は、梁心材１１４と突出部５０との接合
部を覆っている。すなわち、梁部材２２の軸方向に対して、梁心材１１４の側端面と、防
火被覆部１１６の目地（防火被覆部１１６の側端面）との位置をずらしている。
【００４７】
　梁部材２２の軸方向に対して梁心材１１４の側端面よりも横方へ縁出させる防火被覆部
１１６の側端部の長さＬ３は、火災時に防火被覆部１１６の目地（防火被覆部１１６の側
端面）へ進入する火炎や熱により上昇する、この目地の近くに位置する梁心材１１４の部
分１３２の温度が、必要とする梁部材２２の耐火性能を満足する温度以下となる長さにな
っている。例えば、長さＬ３を１００ｍｍ程度以上にして、梁心材１１４の部分１３２の
温度上昇を梁心材１１４の炭化温度以下に抑える。
【００４８】
　梁部材２２の上面には、鉄筋コンクリート製の床スラブ１３４が設けられている。床ス
ラブ１３４は、仕口部材２６及び梁心材１１４の上端部に設けられた頭付きスタッド１３
６を床スラブ１３４のコンクリート中に埋設することによって、仕口部材２６及び梁心材
１１４と一体化されている。
【００４９】
　次に、本発明の実施形態に係る木質構造部材の接合構造の作用と効果について説明する
。
【００５０】
　本実施形態の接合構造１０では、図１及び図２に示すように、下柱部材１６において、
火災が発生したときに火炎が燃え代層３４に着火し、燃え代層３４が燃焼する。そして、
燃焼した燃え代層３４は炭化する。よって、燃え代層３４の外側から柱心材２８への熱伝
達が、炭化した燃え代層３４によって抑えられる。また、燃え代層３４の外側から柱心材
２８への火炎や熱の進入が、燃え止まり層３２によって抑えられる。
【００５１】
　これらにより、火災時及び火災終了後における柱心材２８の温度上昇を抑えることがで
き、柱心材２８を燃焼させずに燃え止まらせることができる。
【００５２】
　また、図１に示すように、柱心材２８と突出部４６との接合部をこの接合部の外側から
防火被覆部３０で覆うことによって、火災時に柱心材２８と突出部４６との接合部から柱
心材２８へ火炎や熱が進入することを抑制することができる。また、防火被覆部３０の上
端部に設けられた目地（防火被覆部３０の上端面）をこの目地の内側から突出部４６で覆
うことによって、火災時にこの目地から柱心材２８へ火炎や熱が進入することを抑制する
ことができる。
【００５３】
　これらにより、火災時及び火災終了後における柱心材２８の温度上昇を抑えることがで
き、柱心材２８を燃焼させずに燃え止まらせることができる。すなわち、木質構造部材と
しての下柱部材１６の目地に耐火処理を別途施さなくても、下柱部材１６の柱心材２８の
燃焼を抑制することができる。
【００５４】
　さらに、図１に示すように、鋼製の接合部材５４によって、柱心材２８と突出部４６と
を確実に接合することができる。
【００５５】
　また、本実施形態の接合構造１２では、図１に示すように、上柱部材１８において、火
災が発生したときに火炎が燃え代層１０４に着火し、燃え代層１０４が燃焼する。そして
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、燃焼した燃え代層１０４は炭化する。よって、燃え代層１０４の外側から柱心材９８へ
の熱伝達が、炭化した燃え代層１０４によって抑えられる。また、燃え代層１０４の外側
から柱心材９８への火炎や熱の進入が、燃え止まり層１０２によって抑えられる。
【００５６】
　これらにより、火災時及び火災終了後における柱心材９８の温度上昇を抑えることがで
き、柱心材９８を燃焼させずに燃え止まらせることができる。
【００５７】
　また、図１に示すように、柱心材９８と突出部４８との接合部をこの接合部の外側から
防火被覆部１００で覆うことによって、火災時に柱心材９８と突出部４８との接合部から
柱心材９８へ火炎や熱が進入することを抑制することができる。また、防火被覆部１００
の下端部に設けられた目地（防火被覆部１００の下端面）をこの目地の内側から突出部４
８で覆うことによって、火災時にこの目地から柱心材９８へ火炎や熱が進入することを抑
制することができる。
【００５８】
　これらにより、火災時及び火災終了後における柱心材９８の温度上昇を抑えることがで
き、柱心材９８を燃焼させずに燃え止まらせることができる。すなわち、木質構造部材と
しての上柱部材１８の目地に耐火処理を別途施さなくても、上柱部材１８の柱心材９８の
燃焼を抑制することができる。
【００５９】
　さらに、図１に示すように、鋼製の接合部材５４によって、柱心材９８と突出部４８と
を確実に接合することができる。
【００６０】
　さらに、本実施形態の接合構造１４では、図１及び図４に示すように、梁部材２２にお
いて、火災が発生したときに火炎が燃え代層１２０に着火し、燃え代層１２０が燃焼する
。そして、燃焼した燃え代層１２０は炭化する。よって、燃え代層１２０の外側から梁心
材１１４への熱伝達が、炭化した燃え代層１２０によって抑えられる。また、燃え代層１
２０の外側から梁心材１１４への火炎や熱の進入が、燃え止まり層１１８によって抑えら
れる。
【００６１】
　これらにより、火災時及び火災終了後における梁心材１１４の温度上昇を抑えることが
でき、梁心材１１４を燃焼させずに燃え止まらせることができる。
【００６２】
　また、図１に示すように、梁心材１１４と突出部５０との接合部をこの接合部の外側か
ら防火被覆部１１６で覆うことによって、火災時に梁心材１１４と突出部５０との接合部
から梁心材１１４へ火炎や熱が進入することを抑制することができる。また、防火被覆部
１１６の側端部に設けられた目地（防火被覆部１１６の側端面）をこの目地の内側から突
出部５０で覆うことによって、火災時にこの目地から梁心材１１４へ火炎や熱が進入する
ことを抑制することができる。
【００６３】
　これらにより、火災時及び火災終了後における梁心材１１４の温度上昇を抑えることが
でき、梁心材１１４を燃焼させずに燃え止まらせることができる。すなわち、木質構造部
材としての梁部材２２の目地に耐火処理を別途施さなくても、梁部材２２の梁心材１１４
の燃焼を抑制することができる。
【００６４】
　さらに、図１に示すように、鋼製の接合部材５４によって、梁心材１１４と突出部５０
とを確実に接合することができる。
【００６５】
　以上、本発明の実施形態について説明した。
【００６６】
　なお、本実施形態では、図１、２、４に示すように、柱心材２８、９８、梁心材１１４
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、及び燃え代層３４、１０４、１２０、５２を木製とした例を示したが、柱心材２８、９
８、梁心材１１４、及び燃え代層３４、１０４、１２０、５２は、木材によって形成され
ていればよい。例えば、柱心材２８、９８、梁心材１１４、及び燃え代層３４、１０４、
１２０、５２は、米松、唐松、檜、杉、あすなろ等の一般の木造建築に用いられる木材（
以下、「一般木材」とする）によって形成してもよいし、これらの一般木材を板状や角柱
状の単材に加工し、この単材を複数集成して一体化することによって形成してもよい。
【００６７】
　また、本実施形態では、燃え止まり層３２、１０２、１１８を、熱吸収性を有する層と
した例を示したが、燃え止まり層３２、１０２、１１８は、火炎及び熱の進入を抑えて燃
え止まり効果を発揮できる層であればよい。例えば、燃え止まり層３２、１０２、１１８
は、難燃性を有する層や熱の吸収が可能な層であればよい。
【００６８】
　難燃性を有する層としては、木材に難燃薬剤を注入して不燃化処理した難燃薬剤注入層
が挙げられる。難燃薬剤注入層に、熱吸収性を持たせることもできる。熱の吸収が可能な
層は、一般木材よりも熱容量が大きな材料、一般木材よりも断熱性が高い材料、又は一般
木材よりも熱慣性が高い材料によって形成してもよいし、これらの材料と一般木材とを組
み合わせて形成してもよい。また、難燃性を有する層と、熱の吸収が可能な層とを組み合
わせて（例えば、難燃性を有する層と、熱の吸収が可能な層とを交互に配置して）燃え止
まり層３２、１０２、１１８を形成してもよい。
【００６９】
　一般木材よりも熱容量が大きな材料としては、モルタル、石材、ガラス、繊維補強セメ
ント、石膏等の無機質材料、各種の金属材料などが挙げられる。一般木材よりも断熱性が
高い材料としては、珪酸カルシウム板、ロックウール、グラスウールなどが挙げられる。
一般木材よりも熱慣性が高い材料としては、セランガンバツ、ジャラ、ボンゴシ等の木材
が挙げられる。
【００７０】
　また、本実施形態では、図１、２、４に示すように、木質構造部材としての下柱部材１
６、上柱部材１８、及び梁部材２２を、荷重支持部、燃え止まり層、及び燃え代層を有し
て構成された３層構造の部材とした例を示したが、これらの木質構造部材は、荷重支持部
と、この荷重支持部の周囲に設けられた防火被覆部とを有していればよく、２層や４層以
上の構造部材であってもよい。また、防火被覆部は、火災時に荷重支持部を燃焼させずに
燃え止まらせることができるものであればよい。
【００７１】
　例えば、木質構造部材は、荷重支持部と、この荷重支持部の周囲に設けられた燃え止ま
り層のみを有して構成される２層構造の構造部材であってもよい。また、木質構造部材は
、荷重支持部と、この荷重支持部の周囲に設けられた燃え代層のみを有して構成される２
層構造の構造部材であってもよい。この場合、燃え止まり効果を発揮できる燃え代層の厚
さ（例えば、４０ｍｍ程度）を確保できれば、荷重支持部と燃え代層とは、異なる材料に
よって形成してもよいし、同じ材料によって形成してもよい。すなわち、木質構造部材を
１本の木材によって構成し、この木質構造部材の表層を燃え代層としてもよい。また、例
えば、木質構造部材は、荷重支持部と、この荷重支持部の周囲に設けられた石膏ボードと
を有して構成される構造部材であってもよいし、荷重支持部と、この荷重支持部の周囲に
設けられた石膏ボードと、この石膏ボードの周囲に設けられた熱発泡性材を有して構成さ
れる構造部材であってもよい。熱発泡性材は、熱が加えられることにより体積が大きくな
って燃え止まり効果を発揮する材料である。さらに、例えば、これらの木質構造部材の周
囲に、化粧合板や化粧ボード等の仕上げ材を設けるようにしてもよい。
【００７２】
　さらに、本実施形態では、図１に示すように、仕口部材２６を鉄筋コンクリートによっ
て形成した例を示したが、仕口部材２６は、不燃性を有し、熱容量の高い部材であればよ
い。例えば、仕口部材２６は、セメント系固化材や石膏で形成してもよい。
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【００７３】
　また、本実施形態では、図１に示すように、接合部材５４によって、下柱部材１６と仕
口部材２６、仕口部材２６と上柱部材１８、及び仕口部材２６と梁部材２２を接合した例
を示したが、下柱部材１６と仕口部材２６、仕口部材２６と上柱部材１８、及び仕口部材
２６と梁部材２２を確実に接合できれば、接合部材は、どのような部材であってもよいし
、下柱部材１６と仕口部材２６、仕口部材２６と上柱部材１８、及び仕口部材２６と梁部
材２２を他の方法で接合してもよい。例えば、図３に示す鋼板７６と鋼板８０のみで下挿
入部５８を構成したり、鋼板８４と鋼板８８のみで上挿入部６０を構成したりしてもよい
。すなわち、１つの平板で、下挿入部５８や上挿入部６０を構成してもよい。このように
すれば、下挿入部５８や上挿入部６０の固定に用いるドリフトピン９４等の部材の数を減
らす（例えば、２つにする）ことができる。また、例えば、図３に示す鋼板７０を、仕口
部材２６に埋設される側の板部と、梁心材１１４に埋設される側の板部とに分割し、これ
らの板部同士をスプライスプレートを用いて高力ボルト接合するようにしてもよい。
【００７４】
　さらに、本実施形態の接合構造１０、１２、１４は、防火被覆部３０、１００、１１６
の端部に設けられた目地に耐火処理を別途施さなくても、木質構造部材（下柱部材１６、
上柱部材１８、梁部材２２）の荷重支持部（柱心材２８、９８、梁心材１１４）の燃焼を
抑制することができるものであるが、防火被覆部３０、１００、１１６の端部に設けられ
た目地を目地材や木材等で埋めて、目地に仕上げ処理を施してもよい。
【００７５】
　また、本実施形態では、仕口部材２６と木質構造部材としての下柱部材１６とを接合す
る接合構造１０、仕口部材２６と木質構造部材としての上柱部材１８とを接合する接合構
造１２、及び仕口部材２６と木質構造部材としての梁部材２２とを接合する接合構造１４
の例を示したが、本実施形態の木質構造部材の接合構造は、柱、梁、床スラブ、壁等のさ
まざまな木質構造部材と仕口部材とを接合する接合構造に適用することができる。例えば
、図６、７、８に示す木質構造部材の接合構造１３８、１４０、１４２、１４４のように
してもよい。
【００７６】
　図６の側面断面図には、鉄筋コンクリート製の床スラブ１４６に木質構造部材としての
木質の壁部材１４８を接合する木質構造部材の接合構造１３８が示されている。木質構造
部材の接合構造１３８は、仕口部１５４、壁心材１５０、及び防火被覆部１５２を有して
構成されている。
【００７７】
　壁部材１４８は、荷重支持部としての板状のＣＬＴ（Cross Laminated Timber）又はＬ
ＶＬ（Laminated Veneer Lumber）からなる木製の壁心材１５０と、壁心材１５０の外壁
面（周囲）に設けられた石膏ボードからなる防火被覆部１５２とを有して構成されている
。
【００７８】
　床スラブ１４６は、壁部材１４８が接合される中央部分が仕口部材としての仕口部１５
４となっている。また、仕口部１５４には、仕口本体１５６から上下に突出する突出部１
５８が備えられている。すなわち、仕口部１５４は、熱吸収性を有する突出部１５８を備
えている。
【００７９】
　壁部材１４８は、鋼製の接合部材１６０によって床スラブ１４６に接合されている。こ
の状態で、壁心材１５０と突出部１５８との接合部（壁心材１５０の端面）は、防火被覆
部１５２によって覆われている。
【００８０】
　図７の側面断面図には、木質構造部材としての木質の床スラブ１６２に、木質構造部材
としての木質の壁部材１４８を接合する木質構造部材の接合構造１４０、１４２が示され
ている。木質構造部材の接合構造１４０は、仕口部材１７２、壁心材１５０、及び防火被
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覆部１５２を有して構成され、木質構造部材の接合構造１４２は、仕口部材１７２、床心
材１６４、及び防火被覆部１６６を有して構成されている。
【００８１】
　床スラブ１６２は、荷重支持部としての板状に形成された木製の床心材１６４、床心材
１６４の上下面（周囲）に設けられた防火被覆部１６６を有して構成されている。また、
防火被覆部１６６は、床心材１６４の上下面（周囲）に設けられた燃え止まり層１６８と
、燃え止まり層１６８の上面（周囲）と下面（周囲）とに設けられた木製の燃え代層１７
０とを有して構成されている。
【００８２】
　仕口部材１７２は、鉄筋コンクリートによって形成されている。また、仕口部材１７２
には、仕口本体１７４から上下に突出する突出部１７６と、仕口本体１７４から左右に突
出する突出部１７８が備えられている。すなわち、仕口部材１７２は、熱吸収性を有する
突出部１７６、１７８を備えている。
【００８３】
　壁部材１４８は、鋼製の接合部材１８０によって仕口部材１７２に接合されている。こ
の状態で、壁心材１５０と突出部１７６との接合部（壁心材１５０の端面）は、防火被覆
部１５２によって覆われている。
【００８４】
　また、床スラブ１６２は、鋼製の接合部材１８０によって仕口部材１７２に接合されて
いる。この状態で、床心材１６４と突出部１７８との接合部（床心材１６４の端面）は、
防火被覆部１６６によって覆われている。
【００８５】
　図８の平面断面図には、４つの木質構造部材としての木質の壁部材１４８を接合する木
質構造部材の接合構造１４４が示されている。木質構造部材の接合構造１４４は、仕口部
材１８２、壁心材１５０、及び防火被覆部１５２を有して構成されている。
【００８６】
　仕口部材１８２は、鉄筋コンクリートによって形成されている。また、仕口部材１８２
には、仕口本体１８４から四方へ突出する突出部１８６が備えられている。すなわち、仕
口部材１８２は、熱吸収性を有する突出部１８６を備えている。
【００８７】
　壁部材１４８は、鋼製の接合部材１８８によって仕口部材１８２に接合されている。こ
の状態で、壁心材１５０と突出部１８６との接合部（壁心材１５０の端面）は、防火被覆
部１５２によって覆われている。
【００８８】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこうした実施形態に何等限定さ
れるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得るこ
とは勿論である。
【符号の説明】
【００８９】
１０、１２、１４　接合構造（木質構造部材の接合構造）
１６　下柱部材（木質構造部材）
１８　上柱部材（木質構造部材）
２２　梁部材（木質構造部材）
２６、１７２、１８２　仕口部材
２８、９８　柱心材（荷重支持部）
３０、１００、１１６、１５２、１６６　防火被覆部
３２、１０２、１１８、１６８　燃え止まり層
３４、１０４、１２０、１７０　燃え代層
４６、４８、５０、１５８、１７６、１７８、１８６　突出部
５４、１６０、１８０、１８８　接合部材



(12) JP 2017-53098 A 2017.3.16

１１４　梁心材（荷重支持部）
１３８、１４０、１４２、１４４　木質構造部材の接合構造
１４８　壁部材（木質構造部材）
１５０　壁心材（荷重支持部）
１５４　仕口部（仕口部材）
１６２　床スラブ（木質構造部材）
１６４　床心材（荷重支持部）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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